
王
粛
の
災
異
思
想

南
澤
　
良
彦

序

　
西
漢
の

董
仲
鯖
以
来
、
災
異
説
は
儒
教
の
重
要
な
一
分
野
と
し
て
、
両
漢
を
通
じ
て
広
く
社
会
に
浸
透
し
た
。
災
異
を
帝
王
の
失

政
に

対
す

る
天
の
讃
告
と
み
な
す
こ
と
か
ら
出
発
し
た
災
異
説
は
、
し
だ
い
に
将
来
の
異
変
へ
の
予
言
の
説
に
転
化
し
、
そ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
＞

っ

て
む

し
ろ
、
為
政
者
の
強
い
関
心
を
呼
び
、
儒
者
の
発
言
力
を
高
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
災
異
説
は
陰

陽
五
行
説
を
根
本
原
理
と
す
る
と
は
い
え
、
理
論
は
統
一
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
災
異
の
解
釈
は
様
々
に
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
漢
末

に

は
彪
大
な
量
の
事
例
と
多
様
な
解
釈
か
ら
な
る
災
異
説
の
知
識
群
が
集
積
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
曹
魏
の
王
粛
（
一
九
五
～
二
五
六
）
は
、
著
名
な
経
学
者
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
熱
意
に
満
ち
た
政
治
家
で
あ
っ
た
こ
と
で
知

ら
れ
る
。
そ
の
彼
も
災
異
説
の
信
奉
者
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
実
際
に
行
っ
た
災
異
解
釈
の
言
説
が
今
日
に
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
言
説
は
こ
れ
ま
で
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
災
異
説
が
儒
者
と
政
治
と
の
関
係
を
密
接
に
す
る
も
の

で

あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
王
粛
の
災
異
思
想
の
研
究
は
、
政
治
家
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
人
格
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
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王
粛
の

学

問
・
思
想
の
特
質
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
本

論
考
は
、
王
粛
の
災
異
解
釈
の
実
例
を
検
討
し
、
ま
た
そ
の
理
念
を
析
出
し
て
、

る
も
の
で
あ
る
。

彼
の
災
異
思
想
の
本
質
を
解
明
し
よ
う
と
す

　

『
三

国
志
』
魏
書
巻
十
三
王
朗
伝
に
附
さ
れ
た
王
粛
伝
（
以
下
、
本
伝
と
称
す
る
）
に
見
え
る
王
粛
の
災
異
に
関
わ
る
言
説
は
、

　
　
　
　
　
（
2
）

次
の
二
条
で
あ
る
。

（
一
）

嘉
平
四
年
（
二
五
二
）
五
月
、
「
二
魚
長
尺
、
集
干
武
庫
之
屋
」
に
つ
い
て
。

（
二
）
正
元
元
年
（
二
五
四
）
、
「
白
気
経
天
」
に
つ
い
て
。

　

（
一
）

か

ら
見
て
み
よ
う
。
本
伝
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

　
　
時

有
二
魚
長
尺
、
集
干
武
庫
之
屋
。
有
司
以
為
吉
祥
。
（
王
）
粛
日
、
「
魚
生
於
淵
、
而
充
於
屋
、
介
鱗
之
物
失
其
所
也
。
辺
将

　
　
其
殆
有
棄
甲
之
変
乎
。
」
其
後
果
有
東
関
之
敗
。

　
す

な
わ
ち
王
粛
説
は
、
水
性
動
物
で
あ
る
魚
が
、
陸
上
の
建
物
の
屋
上
に
揚
が
っ
た
の
は
、
魚
類
が
そ
の
本
来
の
居
場
所
を
見
失

っ

た

（見

失
う
で
あ
ろ
う
）
こ
と
を
示
し
、
災
異
の
現
象
と
し
て
は
、
辺
境
に
お
い
て
将
帥
が
、
そ
の
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
は
ず

の

軍
装
を
放
棄
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
敗
走
す
る
こ
と
の
凶
兆
で
あ
る
、
と
す
る
。
「
東
関
之
敗
」
と
は
、
同
年
十
二
月
、
前
月
か
ら

呉
の

征
討

に
向
か
っ
た
魏
の
征
南
大
将
軍
王
相
ら
が
、
逆
に
呉
の
大
将
軍
諸
葛
恪
の
抗
戦
に
会
い
、
東
関
（
現
在
の
安
徽
省
巣
県
附
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近
＼
て
大
敗
し
た
こ
と
を
指
す
、

　

こ
の
変
事
は
、
唐
・
房
玄
齢
等
撰
『
晋
書
』
巻
二
十
九
「
五
行
志
」
下
、
及
び
梁
・
沈
約
撰
『
宋
書
』
巻
三
十
三
「
五
行
志
」
四

に
も
そ
れ
ぞ
れ
「
魚
華
」
の
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
両
志
二
字
の
違
い
を
除
き
同
文
、
い
ま
晋
志
を
転
載
す
る
。

　
　
魏
斉
王
嘉
平
四
年
五
月
、
有
二
魚
集
干
武
庫
屋
上
、
此
魚
華
也
。
王
粛
日
、
「
魚
生
於
水
、
而
冗
於
屋
、
介
鱗
之
物
失
其
所
也
。

　
　
辺
将
其

殆
有
弄
甲
之
変
乎
。
」
後
果
有
東
関
之
敗
。
干
宝
又
以
為
高
貴
郷
公
兵
禍
之
応
。
二
説
皆
与
班
固
旨
同
。

干
宝
の

説
は

今
は
措
く
と
し
て
、
班
固
の
旨
と
は
、
恐
ら
く
『
漢
書
』
五
行
志
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
漢
書
』
巻
二
十
七

「
五
行
志
」
中
之
下
に
「
魚
肇
」
の
項
が
あ
る
。

　
　
史
記
秦
始
皇
八
年
（
前
二
三
九
）
、
河
魚
大
上
。
劉
向
以
為
近
魚
華
也
。
是
歳
、
始
皇
弟
長
安
君
将
兵
撃
趙
、
反
、
死
屯
留
、

　
　

軍
吏
皆
斬
、
遷
其
民
於
臨
挑
。
明
年
有
膠
毒
之
諌
。
魚
陰
類
、
民
之
象
、
逆
流
而
上
者
、
民
将
不
従
君
令
為
逆
行
也
。
其
在
天

　
　
文
、
魚
星
中
河
而
処
、
車
騎
満
野
。
至
干
二
世
、
暴
虐
愈
甚
、
終
用
急
亡
。
京
房
易
伝
日
、
「
衆
逆
同
志
、
蕨
妖
河
魚
逆
流

　
　

上
。
」
武
帝
元
鼎
五
年
（
前
一
一
二
）
秋
、
蛙
与
蝦
墓
群
闘
。
是
歳
、
四
将
軍
衆
十
万
征
南
越
、
開
九
郡
。
成
帝
鴻
嘉
四
年

　
　
（
前
｝
七
）
秋
、
雨
魚
干
信
都
、
長
五
寸
以
下
。
成
帝
永
始
元
年
（
前
一
六
）
春
、
北
海
出
大
魚
、
長
六
丈
、
高
一
丈
、
四
枚
。

　
　
哀
帝
建
平
三
年
（
前
〇
四
）
、
東
莱
平
度
出
大
魚
、
長
八
丈
、
高
丈
一
尺
、
七
枚
、
皆
死
。
京
房
易
伝
日
、
「
海
数
見
巨
魚
、
邪

　
　
人
進
賢
人
疎
。
」

始
皇
八
年
の
変
事
は
、
魚
が
黄
河
を
逆
流
し
た
に
過
ぎ
ず
、
劉
向
も
「
近
魚
華
」
と
す
る
よ
う
に
、
「
魚
華
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

水

性
動
物
が
そ
の
棲
処
を
飛
び
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
魏
の
嘉
平
四
年
の
変
事
と
合
致
す
る
の
は
、
信
都
に

魚
が
雨
ふ
っ

た
成
帝
鴻
嘉
四
年
の
事
件
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
は
、
班
固
は
京
房
の
易
伝
を
引
証
す
る
だ
け
で
、
自
己

一 83一



の

見
解

を
述
べ
て
い
な
い
。
ま
た
そ
の
易
伝
の
言
葉
も
、
「
海
数
し
ば
巨
魚
見
は
る
れ
ば
、
邪
人
進
み
賢
人
疎
ぜ
ら
る
」
と
言
う
も

の

で
、
王
粛
の
説
と
は
、
ピ
ン
ト
が
ず
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
晋
・
宋
両
五
行
志
が
言
う
「
班
固
旨
」
と
は
、
始
皇
八
年
の
条
の

「
魚
は

陰
の
類
、
民
の
象
、
逆
流
し
て
上
る
者
は
、
民
将
に
君
令
に
従
は
ず
逆
行
を
為
さ
ん
と
す
る
な
り
。
其
の
天
文
に
在
り
て
は
、

魚
星

河
に

中
し
て
処
れ
ば
、
車
騎
野
に
満
つ
」
を
指
す
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
も
や
は
り
「
車
騎
満
野
」
の
部
分
を
除

い

て

は
、
干
宝
の
説
（
干
宝
又
以
為
高
貴
郷
公
兵
禍
之
応
。
）
は
と
も
か
く
、
王
粛
の
説
と
同
旨
と
は
い
え
な
い
。
王
粛
の
説
は
、

辺
境
の

将

軍

が
、
（
軍
備
を
捨
て
て
）
敗
走
す
る
こ
と
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
晋
・
宋
両
五
行
志
の
撰
者
は
、
王
粛
の

説

を
十
分
理
解
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
魚
を
兵
と
結
び
附
け
る
考
え
方
は
、
古
来
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
洪
範
五
行
伝
』
に
日
う
、
「
魚
陰
類

也
、
下
人
象
。
又
有
鱗
甲
、
兵
之
応
也
。
（
『
惰
書
』
巻
二
十
三
「
五
行
志
」
下
所
引
）
」
と
。
ま
た
京
房
の
易
伝
に
日
う
、
「
魚
去
水
、

飛
入
道

路
、
兵
且
作
。
（
『
晋
書
』
巻
二
十
九
「
五
行
志
」
下
所
引
）
」
と
。
そ
し
て
晋
・
宋
両
五
行
志
が
紹
介
す
る
干
宝
の
説
は
、

こ
れ
ら
を
よ
く
咀
囑
し
て
明
快
で
あ
る
。
晋
の
武
帝
の
太
康
中
（
二
八
〇
～
二
八
九
）
、
鯉
魚
二
匹
が
武
器
庫
の
屋
上
に
現
れ
た
と

い

う
、
魏
の
嘉
平
四
年
の
事
件
と
同
一
の
事
象
に
対
し
、
干
宝
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
干
宝

以

為
、
「
武
庫
兵
府
、
魚
有
鱗
甲
、
亦
兵
類
也
。
魚
既
極
陰
、
屋
上
太
陽
、
魚
見
屋
上
、
象
至
陰
以
兵
革
之
禍
干
太
陽

　
　
也
。
」
（
『
晋
書
』
巻
二
十
九
「
五
行
志
」
下
）

　
魚
は

鱗
あ
る
が
故
に
既
に
、
軍
事
を
象
徴
す
る
。
そ
れ
が
更
に
武
器
庫
の
屋
上
に
現
れ
た
の
だ
か
ら
、
戦
乱
は
必
至
で
あ
る
。
こ

の
干
宝
が
要
領
よ

く
ま
と
め
た
従
来
の
通
説
に
加
え
て
王
粛
は
、
至
陰
の
物
（
魚
）
が
至
陽
の
場
所
（
屋
上
）
に
上
が
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
か
ら
、
そ
の
本
来
の
あ
り
方
を
放
棄
し
て
い
る
現
象
で
あ
る
と
、
論
を
進
め
る
。
す
な
わ
ち
、
魚
は
軍
事
の
象
徴
と
い
う
従
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来
の
説
を
、
魚
が
本
来
の
あ
り
方
を
失
っ
た
こ
と
は
、

凶
兆
と
い
う
説
に
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

が
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

二

軍
事
に
於
て
本
来
の
あ
り
方
を
失
い
軍
備
を
捨
て
る
（
敗
北
す
る
）
こ
と
の

敗

北
す
る
の
が
、
「
辺
将
」
で
あ
る
と
ま
で
占
っ
た
の
に
、
如
何
な
る
根
拠

　

（
二
）
に
つ
い
て
本
伝
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
嘉
平
六
年
（
正
元
元
年
、
二
五
四
）
（
中
略
）
是
歳
、
白
気
経
天
。
大
将
軍
司
馬
景
王
（
司
馬
師
）
問
（
王
）
粛
其
故
、
粛
答

　
　

日
、
「
此
蛋
尤
之
旗
也
。
東
南
其
有
乱
乎
。
若
君
脩
己
以
安
百
姓
、
則
天
下
楽
安
者
帰
徳
、
唱
乱
者
先
亡
　
。
」
明
年
春
、
鎮
東

　
　
将
軍
母
丘
倹
・
揚
州
刺
史
文
欽
反
。

　
王

粛

の

言
説
の

要
点
は
、
a
「
経
天
」
し
た
「
白
気
」
は
、
「
圭
尤
之
旗
」
、
b
「
貴
尤
之
旗
」
の
象
は
、
東
南
に
お
け
る
乱
、
そ

し
て
c
将
来
「
乱
」
が
生
起
し
た
時
、
「
君
」
が
わ
が
身
を
修
め
て
人
民
を
安
定
さ
せ
て
お
れ
ば
、
乱
は
失
敗
に
終
わ
る
だ
ろ
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
い
う
三
点
で
あ
る
。
c
は
彼
の
政
治
思
想
に
属
す
る
事
柄
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
a
・
b
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　

こ
の
正
元
元
年
の
「
白
気
経
天
」
の
天
象
は
、
天
文
学
的
に
重
要
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
『
晋
書
』
巻
十
三
天
文
志
下
及
び
『
宋

書
』
巻
二
十
三
天
文
志
一
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
両
志
多
少
の
異
同
が
あ
る
が
、
い
ま
晋
志
を
転
載
す
る
。

　
　
高
貴
郷
公
正
元
元
年
（
二
五
四
）
十
　
月
、
白
気
出
南
斗
側
、
広
数
丈
、
長
寛
天
。
王
粛
日
、
「
蛋
尤
之
旗
也
、
東
南
其
有
乱

　
　
乎
。
」
二
年
（
二
五
五
）
正
月
、
有
彗
星
見
干
呉
・
楚
分
、
西
北
寛
天
。
鎮
東
大
将
軍
母
丘
倹
等
拠
准
南
叛
、
景
帝
（
司
馬
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師
）
討
平
之
。
案
占
、
「
峯
尤
旗
見
、
王
者
征
伐
四
方
。
」
自
後
又
征
准
南
、
西
平
巴
蜀
。
是
歳
、
呉
主
孫
亮
五
鳳
元
年
也
。

　
　
斗
・
牛
、
呉
・
越
分
。
案
占
、
「
呉
有
兵
・
喪
、
除
旧
布
新
之
象
也
。
」
太
平
三
年
（
呉
の
年
号
、
魏
の
甘
露
三
年
、
二
五
八
）
、

　
　
孫
㈱
盛
兵

囲
宮
、
廃
亮
為
会
稽
王
、
故
国
志
（
『
三
国
志
』
）
又
書
於
呉
也
。
准
南
江
東
同
揚
州
地
、
故
干
時
変
見
呉
・
楚
之
分

　
　
（
原
作
「
呉
・
楚
、
楚
之
分
」
、
一
「
楚
」
字
祈
。
依
宋
志
削
）
、
則
魏
之
准
南
、
多
与
呉
同
災
。
是
以
母
丘
倹
以
彰
為
己
応
、

　
　
遂
起
兵
而
敗
。

　
天

象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
右
の
記
事
が
、
王
粛
本
伝
よ
り
も
詳
し
い
の
は
、
「
白
気
」
の
出
現
し
た
天
の
位
置
が
、
「
南
斗
の
側
」

で
あ
り
、
そ
の
規
模
が
、
「
広
さ
数
丈
、
長
け
天
を
寛
む
」
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
「
白
気
」
（
‖
蚤
尤
之
旗
）
が
「
南
斗
側
」
に
現
れ
た
こ
と
と
、
翌
年
正
月
に
、
彗
星
が
呉
・
楚
の
分
野
に
現
れ
た
こ
と
と

は
、
「
占
を
案
ず
る
に
、
「
蛋
尤
の
旗
見
は
る
れ
ば
、
王
者
四
方
を
征
伐
す
」
と
。
（
中
略
）
斗
・
牛
は
、
呉
・
越
の
分
な
り
。
占
を

案
ず

る
に
、
「
呉
に
兵
・
喪
有
り
、
旧
を
除
き
新
を
布
す
の
象
な
り
」
と
。
（
中
略
）
准
南
・
江
東
は
同
に
揚
州
の
地
、
故
に
時
に
変

呉
・
楚
の
分
に
見
は
る
れ
ば
、
則
ち
魏
の
准
南
、
多
く
呉
と
災
を
同
じ
く
す
。
」
と
解
説
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
い

う
ま
で
も
な
く
分
野
説
に
基
づ
け
ば
、
南
斗
・
牽
牛
の
星
宿
は
呉
・
越
、
揚
州
に
配
当
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
南
斗

（牽

牛
）
に
異
変
が
あ
っ
た
の
を
、
揚
州
の
異
変
の
豫
兆
と
す
る
解
釈
は
説
得
力
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
本
伝
の

記

述
だ
け
で
は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
、
王
粛
の
説
の
「
東
南
其
有
乱
」
の
部
分
が
、
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

地

方
は
、
首
都
洛
陽
を
中
心
に
す
る
曹
魏
の
国
か
ら
見
れ
ば
、
ま
さ
し
く
「
東
南
」
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
「
白
気
経

天
」
に
対
す
る
王
粛
の
説
の
要
点
の
b
が
、
証
明
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
要
点
の
a
は
、
い
ま
一
歩
よ
く
分
か
ら
な
い
。

　
そ

も
そ
も
「
蛋
尤
之
旗
」
と
は
何
な
の
か
。
『
晋
書
』
巻
十
二
天
文
志
中
に
「
蜜
尤
旗
」
の
説
明
が
あ
る
。
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雑
星
気
。
図
緯
旧
説
、
及
漢
末
劉
表
為
荊
州
牧
、
命
武
陵
太
守
劉
叡
集
天
文
衆
占
、
名
荊
州
占
。
其
雑
星
之
体
、
有
瑞
星
、
有

　
　
妖
星
、
有
客
星
、
有
流
星
、
有
瑞
気
、
有
日
月
傍
気
、
皆
略
其
名
状
、
挙
其
占
験
、
次
之
於
此
云
。

　
　
「
妖
星
。
一
日
彗
星
、
所
謂
掃
星
。
（
中
略
）
二
日
手
星
、
彗
之
属
也
。
（
中
略
）
六
日
蚤
尤
旗
、
類
彗
而
後
曲
、
象
旗
。
或
日
、

　
　
赤
雲
独
見
。
或
日
、
其
色
黄
上
白
下
。
或
日
、
若
植
藍
而
長
、
名
日
蛋
尤
之
旗
。
或
日
、
如
箕
、
可
長
二
丈
、
末
有
星
。
主
伐

　
　
柾
逆
、
主
惑
乱
、
所
見
之
方
下
有
兵
、
兵
大
起
、
不
然
、
有
喪
。
（
中
略
）
河
図
云
、
（
中
略
）
炎
惑
散
為
昭
旦
・
蛋
尤
之
旗
・

　
　
昭

明
・
司
危
・
天
纏
・
赤
彗
。

す
な

わ

ち
、
「
圭
尤
（
之
）
旗
」
と
は
、
天
文
に
関
し
て
言
え
ば
、
元
来
、
焚
惑
の
精
気
が
分
散
し
生
じ
た
、
「
彗
星
に
類
し
て
後
ろ

に
曲
が
り
、
旗
に
象
ど
る
」
も
の
で
、
「
柱
逆
を
伐
つ
こ
と
を
主
さ
ど
り
、
惑
乱
を
主
ど
り
、
見
は
る
る
所
の
方
の
下
に
兵
有
り
、

兵
大
い
に
起
り
、
然
ら
ざ
れ
ば
、
喪
有
り
。
」
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る

　
右
の
晋
志
の
説
は
、
自
ら
言
う
よ
う
に
、
劉
叡
撰
『
荊
州
占
』
や
「
河
図
」
（
『
河
図
稽
耀
鈎
』
、
『
重
修
緯
書
集
成
』
巻
六
、
五
一

～
五
二
頁
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
蛋
尤
（
之
）
旗
」
の
用
例
は
む
ろ
ん
、
そ
れ
ら
よ
り
も
っ
と
遡
る
時
代
の
文
献

に
も
見
え
る
。
次
に
い
く
つ
か
挙
例
す
る
。

○

『
呂
氏
春
秋
』
巻
六
季
夏
紀
明
理
篇

　
　
其
雲
状
有
若
犬
若
馬
。
〈
高
誘
注
「
雲
気
形
状
如
物
之
形
也
。
」
〉
（
中
略
）
有
其
状
若
衆
植
華
以
長
（
畢
玩
校
「
旧
校
云
、
華
一

　
　
作
董
」
）
、
黄
上
白
下
、
名
圭
尤
之
旗
。

○

『
史
記
』
巻
二
十
七
天
官
書
及
び
『
漢
書
』
巻
二
十
六
天
文
志

　
　
蛋
尤
之
旗
、
類
彗
而
後
曲
、
象
旗
。
見
則
王
者
征
伐
四
方
。
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○
曹
魏
の
王
象
・
膠
襲
等
撰
『
皇
覧
』
（
『
史
記
』
巻
一
「
五
帝
本
紀
」
集
解
引
。
）

　
　
蛋
尤
家
在
東
平
郡
寿
張
県
闘
郷
城
中
、
高
七
丈
、
民
常
十
月
祀
之
。
有
赤
気
出
、
如
匹
緯
吊
、
民
名
為
圭
尤
旗
。

　

『
呂
氏
春
秋
』
の
「
蚤
尤
之
旗
」
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
て
、
「
雲
気
」
の
形
状
を
指
す
。
（
高
誘
注
参
照
）
し
た
が
っ
て
こ
こ

に
は
、
適
当
な
事
例
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
形
状
が
「
若
衆
植
華
以
長
、
黄
上
白
下
」
と
言
う
の
は
注
意
を
払
う
必
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が

あ
る
。
そ
れ
は
晋
志
が
或
説
と
し
て
引
用
し
て
い
る
二
条
と
同
説
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
次
の

『
史
記
』
天
官
書
及
び
『
漢
書
』
天
文
志
の
「
蛋
尤
之
旗
」
に
関
す
る
説
明
は
、
ま
っ
た
く
晋
志
と
同
一
で
あ
る
。
晋
志
下

に

「
占
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
こ
の
後
半
部
に
他
な
ら
な
い
。
晋
志
の
撰
者
が
、
『
史
記
』
『
漢
書
』
を
読
ま
な
か
っ
た
筈
は
な
い
。
な

ら
ば
、
な
ぜ
史
・
漢
の
名
を
挙
げ
ず
、
「
占
」
と
云
う
の
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
漢
末
に
劉
表
の
命
令
に
よ
っ
て
劉
叡
が
編
纂
し
た

『
荊
州
占
』
に
、
当
時
存
在
し
た
占
星
術
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
文
献
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
史
・
漢
の
文
章
も
一
括
し
て
収
録
さ
れ
、

そ

れ
以

後
は
、
『
荊
州
占
』
が
、
占
星
術
の
基
本
的
な
文
献
と
し
て
、
権
威
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
以
前
の
文
献
に
ま
で
遡

る
必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
挙
げ
た
『
皇
覧
』
は
、
当
時
、
東
平
郡
寿
張
県
闘
郷
城
中
に
あ
っ
た
、
高
七
丈
の
蛋
尤
の
墳
墓
か
ら
立
ち
昇
る
、
一
匹
の

あ
か緯

い
布
吊
の
ご
と
き
赤
い
霧
気
を
、
人
々
が
「
蛋
尤
旗
」
と
名
附
け
て
い
た
と
述
べ
る
。
衰
珂
は
こ
の
現
象
の
原
因
を
「
こ
の
敗
北

し
た
英
雄
は
、
ま
だ
自
分
の
〔
黄
帝
と
の
戦
争
に
お
け
る
〕
敗
北
を
納
得
し
な
い
で
、
ま
だ
そ
の
な
か
で
憤
っ
て
や
ま
ず
、
怨
気
が

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

天
を
衝
く
の
だ
ろ
う
。
」
と
解
釈
す
る
。

　

さ
て
こ
の
『
皇
覧
』
の
「
蚤
尤
旗
」
は
、
一
匹
の
緯
い
布
吊
の
ご
と
き
赤
い
霧
気
で
あ
り
、
晋
志
中
の
或
説
「
赤
雲
独
見
」
に
ほ

ぼ
相
当
す
る
。
以
下
は
推
論
だ
が
、
恐
ら
く
こ
れ
が
、
「
圭
尤
（
之
）
旗
」
の
原
型
で
あ
ろ
う
。
知
識
階
級
に
よ
る
神
話
・
伝
説
の
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再

編
の
動
き
と
は
無
縁
に
、
民
間
に
お
い
て
は
、
素
朴
に
蛋
尤
を
異
貌
異
能
の
神
と
し
て
尊
崇
し
、
毎
年
十
月
そ
の
墳
墓
に
祭
祀
を

捧
げ
て
い
た
。
そ
の
墳
墓
か
ら
赤
気
が
立
ち
昇
っ
た
と
き
、
人
々
は
そ
れ
を
、
黄
帝
と
の
戦
争
に
敗
北
し
た
が
、
憤
怒
未
だ
や
ま
ぬ

貴
尤
の
発
し
た
怨
気
と
考
え
た
。
そ
の
赤
気
の
形
状
は
、
「
如
匹
緯
吊
」
、
人
々
に
は
旗
に
見
え
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
、
「
蛋
尤
旗
」

と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
呂
覧
の
「
蚤
尤
之
旗
」
は
、
形
状
の
類
似
か
ら
「
若
衆
植
華
以
長
」
な
る
「
雲
気
」
に
、
「
緯
（
赤
）
」
と

「
黄
上

白
下
」
と
の
色
彩
の
相
違
を
無
視
し
て
、
そ
の
名
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
代
が
降
り
、
天
文
・
占
星
の
進
歩
に
と
も
な

い
、
天
空
に
「
類
彗
而
後
曲
」
、
旗
に
見
え
る
天
象
を
発
見
し
、
こ
れ
に
も
「
圭
尤
之
旗
」
の
名
を
与
え
た
。
や
が
て
『
史
記
』
天

官
書
に
記
載
さ
れ
、
ま
た
『
漢
書
』
も
こ
れ
を
踏
襲
し
、
天
象
と
し
て
の
「
蛋
尤
之
旗
」
は
定
着
し
た
。
彗
星
は
軍
事
・
反
乱
・
災

厄
の

星
、
そ
れ
に
類
す
る
か
ら
、
こ
れ
も
軍
事
・
反
乱
・
災
厄
を
司
る
星
に
違
い
な
い
。
そ
の
形
状
は
旗
、
そ
こ
で
雲
気
の
「
蛋
尤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

之

旗
」
を
連
想
し
た
の
だ
ろ
う
。
蛋
尤
は
、
軍
神
だ
か
ら
で
あ
る
。
妖
星
「
蛋
尤
之
旗
」
の
性
質
は
、
更
に
時
代
が
降
る
と
、
河
図

説
が
そ
の

出
自
を
補
強
し
、
家
気
時
代
や
雲
気
時
代
の
属
性
ま
で
含
め
、
無
秩
序
に
『
荊
州
占
』
に
放
り
込
ま
れ
、
結
局
整
理
さ
れ

な
い
ま
ま
、
『
晋
書
』
天
文
志
や
『
開
元
占
経
』
な
ど
の
後
世
の
文
献
に
、
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
王

粛
の
説
に
戻
ろ
う
。
正
元
元
年
十
一
月
に
彼
が
見
た
天
象
は
、
「
経
天
」
（
本
伝
）
と
か
「
広
数
丈
、
長
寛
天
」
（
晋
志
）
と
規

模

を
言
う
だ
け
で
、
形
状
は
不
明
だ
が
、
「
白
気
」
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
「
蜜
尤
之
旗
」
と
判
断
し
た
根
拠
は
、
『
呂

氏
春

秋
』
明
理
篇
の
系
統
を
引
く
晋
志
（
『
荊
州
占
』
）
の
或
説
「
其
色
黄
上
白
下
」
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
王
粛
は
、
分
野
説
と

『
史
記
』
の
系
統
を
引
く
占
「
見
則
王
者
征
伐
四
方
。
」
あ
る
い
は
或
説
「
主
伐
柾
逆
、
主
惑
乱
、
所
見
之
方
下
有
兵
、
兵
大
起
、
不

然
、
有
喪
。
」
に
基
づ
き
、
「
東
南
其
有
乱
乎
」
と
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
推
論
に
は
、
王
粛
が
、
『
荊
州
占
』
を
見
た
と
い
う
憶
測
が
含
ま
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
呂
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覧
や
『
史
記
』
を
見
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
流
れ
を
汲
む
占
星
術
の
文
献
や
口
伝
に
通
じ
て
い
れ
ば
、
十
分
右
の

判
断
は
下

せ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
王
粛
が
、
『
荊
州
占
』
を
見
た
と
い
う
憶
測
の
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、

彼
は
宋
忠
を
通
し
て
、
荊
州
の
学
問
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
王
粛
の
本
伝
に
云
う
、
「
年
十
八
、
従
宋
忠
読
太
玄
、

　
　
　
　
　
　
（
9
）

而
更
為
之

解
。
」
と
。
宋
忠
は
、
荊
州
で
劉
表
が
『
荊
州
占
』
を
編
纂
さ
せ
て
い
た
頃
、
そ
の
学
校
に
あ
っ
て
『
後
定
五
経
章
句
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
0
）

を
撰
定
し
て
い
た
学
者
で
あ
る
。
こ
の
宋
忠
が
、
王
粛
に
『
太
玄
経
』
を
教
授
す
る
他
に
、
『
荊
州
占
』
を
伝
え
た
と
し
て
も
不
思

議
で
は
な
い
。

三

　
正
元
元
年

十
一
月
に
天
空
に
出
現
し
た
「
白
気
」
を
「
蚤
尤
之
旗
」
と
観
て
、
「
東
南
方
向
に
兵
乱
あ
り
」
と
占
っ
た
王
粛
の
予

言

は
、
翌
年
春
に
起
こ
っ
た
母
丘
倹
と
文
欽
と
の
謀
反
を
も
っ
て
的
中
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
話
に
は
続
き
が
あ
る
。
王
粛
本
伝
に

よ
れ
ば
、
予
言
の
的
中
に
感
じ
入
っ
た
司
馬
師
は
王
粛
に
、
「
震
光
の
夏
侯
勝
の
言
に
感
じ
、
始
め
て
儒
学
の
士
を
重
ん
じ
た
る
は
、

良
に
以
ゑ
有
る
な
り
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
国
を
安
ん
じ
主
を
寧
ん
ず
る
は
、
其
の
術
焉
く
に
在
り
や
」
と
諮
問
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ

に
対
し
て
王
粛
は
、
昔
年
の
関
羽
の
事
例
を
参
考
に
し
た
策
を
授
け
、
司
馬
師
は
そ
れ
に
従
っ
て
、
母
丘
倹
・
文
欽
の
反
乱
を

鎮
圧
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
　

　
窪
光

と
夏
侯
勝
と
の
間
の
逸
話
は
、
『
漢
書
』
巻
七
十
五
夏
侯
勝
伝
に
見
え
る
。
西
漢
の
夏
侯
勝
（
前
一
五
〇
～
前
六
一
）
、
字
は

長

公
、
少
く
し
て
孤
、
学
を
好
み
、
夏
侯
始
昌
よ
り
『
尚
書
』
及
び
『
洪
範
五
行
伝
』
を
受
け
、
災
異
を
説
い
た
。
震
光
と
の
関
係
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は
、
元
平
元
年
（
前
七
四
）
に
崩
じ
た
昭
帝
の
後
継
を
巡
る
一
幕
の
間
に
生
じ
る
。
一
旦
帝
位
に
即
い
た
昌
邑
王
の
度
重
な
る
遊
興

の

た
め
の
外
出
に
、
夏
侯
勝
は
、
「
天
久
し
く
雨
ふ
ら
ず
、
臣
下
に
上
を
謀
る
者
有
り
。
陛
下
出
で
て
何
く
に
之
か
ん
と
欲
す
る

や
」
と
諌
言
し
た
。
王
は
怒
っ
て
夏
侯
勝
を
捕
縛
し
て
吏
に
引
き
渡
し
、
吏
は
大
将
軍
雷
光
に
報
告
す
る
も
、
震
光
は
罪
に
問
わ
な

か
っ

た
。
だ
が
こ
の
時
、
震
光
は
車
騎
将
軍
張
安
世
と
昌
邑
王
の
廃
立
を
画
策
し
て
お
り
、
安
世
が
計
画
を
漏
泄
し
た
と
し
て
彼
を

責
め
た
が
、
事
実
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
夏
侯
勝
を
召
喚
し
て
問
う
た
と
こ
ろ
、
夏
侯
勝
は
、
「
洪
範
伝
に
在
り
て
曰
く
、

『
皇
の
極
ま
ら
ざ
る
、
蕨
の
罰
常
に
陰
、
時
に
則
ち
下
人
に
上
を
伐
つ
者
有
り
』
と
。
察
察
の
言
を
悪
む
、
故
に
臣
下
に
謀
有
り
と

云

へ
り
」
と
対
え
た
。
雀
光
ら
は
大
い
に
驚
き
、
此
を
以
て
益
ま
す
経
術
の
士
を
重
ん
じ
た
と
い
う
。

　

こ
こ
に
為
政
者
の
儒
者
に
対
す
る
価
値
判
断
基
準
の
一
典
型
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
為
政
者
で
あ
る
震
光
が
「
経
術
の

士
」
つ
ま
り
儒
者
の
重
要
性
を
再
認
識
し
た
契
機
は
、
夏
侯
勝
が
的
確
な
予
言
を
行
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
為
政
者
に

と
っ
て
の
儒
者
の
存
在
価
値
は
、
一
つ
に
は
、
そ
れ
が
優
秀
な
占
い
師
で
あ
る
点
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
。
ち
な
み
に
、
儒
者
の
こ
の

よ
く
当
た
る
占
い
の
根
拠
は
災
異
説
で
あ
る
。
災
異
説
は
支
配
層
に
よ
る
儒
教
（
経
術
）
の
受
容
に
あ
た
っ
て
、
一
定
の
影
響
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
㍑
）

行
使

し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
夏
侯
勝
は
ま
た
、
次
の
よ
う
な
言
明
を
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　
　
始
、
（
夏
侯
）
勝
毎
講
授
、
常
謂
諸
生
日
、
「
士
病
不
明
経
術
。
経
術
筍
明
、
其
取
青
紫
如
挽
拾
地
芥
耳
。
学
経
不
明
、
不
如
帰

　
　
耕
。
」
（
『
漢
書
』
夏
侯
勝
伝
）

　
す

な
わ
ち
、
±
が
経
術
（
儒
教
）
の
習
得
に
勤
し
む
べ
き
理
由
は
、
そ
れ
が
官
界
で
の
栄
達
に
有
利
で
あ
る
か
ら
だ
と
、
夏
侯
勝

は

公
言

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
か
ら
さ
ま
に
儒
教
（
の
知
識
）
を
出
世
の
道
具
と
み
な
す
夏
侯
勝
の
こ
の
考
え
方
は
、
そ
の
露
骨
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さ
故
に
、
後
世
の
儒
者
た
ち
の
嫌
悪
の
的
と
な
る
が
、
西
漢
中
期
に
お
け
る
儒
者
の
地
位
向
上
の
様
子
を
率
直
に
反
映
し
て
い
る
と

言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
時
（
昭
・
宣
帝
期
）
よ
う
や
く
儒
教
は
経
世
に
有
用
な
術
だ
と
認
め
ら
れ
、
儒
者
が
高
位
に
つ
き
は
じ
め
た

〔1
3
｝

　
。
儒
教
が
隆
盛
に
向
か
い
だ
し
た
、
ま
さ
に
そ
の
勢
い
を
夏
侯
勝
は
右
の
言
葉
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

検
討
か

ら
判
明
し
た
の
は
、
儒
教
は
、
社
会
に
浸
透
し
は
じ
め
た
そ
の
当
初
、
統
治
に
役
立
つ
一
種
の
技
術
と
し
て
為
政

者
に
認
識
さ
れ
、
儒
者
の
方
も
一
面
で
は
そ
の
技
術
・
知
識
を
富
貴
を
獲
得
す
る
手
段
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
三
国
時
代
に
も
ど
り
、
司
馬
師
と
王
粛
と
の
や
り
取
り
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
司
馬
師
が
そ
の
言
葉
の
裏
で
、
暗
に

霊
光
に

自
分
を
、
夏
侯
勝
に
王
粛
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
も
に
的
確
な
占
い
（
災
異
解

釈
）
を
き
っ
か
け
に
、
為
政
者
が
儒
者
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
新
た
に
し
た
の
で
あ
る
。
正
元
二
年
（
二
五
五
）
と
い
え
ば
、
曹
爽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

が

実
権
を
掌
握
し
、
そ
の
庇
護
の
も
と
何
曇
・
王
弼
ら
が
盛
ん
に
玄
学
の
議
論
（
清
談
）
を
戦
わ
せ
て
い
た
正
始
年
間
（
二
四
〇
　
　
9
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

～
二
四
八
）
を
去
る
こ
と
未
だ
十
年
に
も
満
た
な
い
頃
で
あ
り
、
儒
教
は
依
然
と
し
て
低
調
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
、
曹

爽
・
何
曇
打
倒
の
首
謀
者
で
あ
る
司
馬
蘇
の
長
子
と
し
て
そ
の
権
力
を
受
け
継
い
だ
司
馬
師
が
、
儒
者
・
儒
教
の
存
在
価
値
を
再
確

認

し
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
精
神
生
活
の
面
で
は
と
も
か
く
、
現
実
政
治
の
面
で
は
儒
教
は
統
治
に
有
効
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
た

の
だ

か
ら
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
災
異
解
釈
ば
か
り
で
な
く
、
戦
術
を
も
諮
問
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
司
馬
師
が
王
粛
を
単
な
る
学
者
で
な
く
、
兵
法

を
も
わ
き
ま
え
た
政
治
家
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
王
粛
も
戦
術
に
関
す
る
自
説
を
堂
々
と
展
開
し
て
お
り
、
や

は
り
自
分
自
身
を
学
者
以
上
の
存
在
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
粛
個
人
の
資
質
の
問
題
で
あ
っ
て
、
儒
者
一
般
に
つ

い

て

言
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
当
否
は
、
王
粛
の
儒
者
観
の
検
討
を
侯
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、



災
異
を
め
ぐ
っ
て
王
粛
の
儒
者
観
の
一
斑
が
現
れ
て
い
る
『
孔
子
家
語
』
の
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

　

現
行
の
『
孔
子
家
語
』
は
王
粛
の
偽
作
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
王
粛
の
思
想
が
よ
く
見
て
取
れ
る
。
取
り
挙
げ
る
の

は
、
辮
政
篇
の
次
の
一
節
で
あ
る
。

　
　
斉
有
一
足
之
鳥
、
飛
集
於
公
朝
、
下
止
干
殿
前
、
節
翅
而
跳
。
斉
侯
大
怪
之
、
使
使
聰
魯
問
孔
子
。
孔
子
日
、
「
此
鳥
名
日
商

　
　
羊
、
水
祥
也
。
昔
童
児
有
屈
其
一
脚
、
振
訊
両
肩
而
跳
。
且
謡
日
、
『
天
将
大
雨
、
商
羊
鼓
舞
。
』
今
斉
有
之
、
其
応
至
　
。
急

　
　
告
民
、
趨
治
溝
渠
、
修
堤
防
。
将
有
大
水
為
災
。
」
水
溢
乏
諸
国
、
傷
害
民
人
。
唯
斉
有
備
不
敗
。
景
公
日
、
「
聖
人
之
言
、
信

　
　
而
有
徴
　
。
」

　
典
拠
と
し
て
清
の
孫
志
祖
（
『
家
語
疏
証
』
巻
二
）
・
陳
子
珂
（
『
孔
子
家
語
疏
証
』
巻
三
）
が
指
摘
す
る
の
は
、
『
説
苑
』
辮
物
篇

の
次

の
一
節
で
あ
る
。

　
　
後
斉
有
飛
鳥
、
一
足
、
来
下
止
干
殿
前
、
箭
翅
而
跳
。
斉
侯
大
怪
之
、
又
使
聰
問
孔
子
。
孔
子
日
、
「
此
名
商
羊
。
急
告
民
、

　
　
趣
治
溝
渠
、
天
将
大
雨
。
」
於
是
如
之
。
天
果
大
雨
。
諸
国
皆
水
、
斉
独
以
安
。
孔
子
帰
、
弟
子
請
問
。
孔
子
日
、
「
（
中
略
）

　
　

児
又
有
両
両
相
牽
、
屈
一
足
而
跳
、
日
、
天
将
大
雨
、
商
羊
起
舞
。
今
斉
獲
之
、
亦
其
応
也
。
」
夫
謡
之
後
、
未
嘗
不
有
応
随

　
　
者
也
。
故
聖
人
非
独
守
道
而
已
也
。
賭
物
記
也
、
即
得
其
応
　
。

　

『
孔
子
家

語
』
が
『
説
苑
』
を
改
変
し
て
い
る
箇
所
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
①
商
羊
の
登
場
を
「
水
祥
」
と
断
言
し
、
こ
の
一
節
を
災
異
説
の
文
章
と
明
確
に
位
置
づ
け
た
こ
と
。

　
②
溝
渠
の
整
備
に
堤
防
の
修
築
を
付
け
加
え
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
斉
が
災
害
の
被
害
を
未
然
に
防
い
だ
こ
と
を
よ
り
強
調
し
て
、

災
異

と
と
も
に
そ
れ
へ
の
対
策
の
重
要
性
を
喚
起
し
た
こ
と
。
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ま
た
、
『
孔
子
家
語
』
の
結
び
の
言
葉
で
あ
る
「
聖
人
の
言
、
信
に
し
て
徴
有
り
」
は
、
『
説
苑
』
の
「
聖
人
は
道
を
守
る
の
み
に

非
ざ
る
な
り
。
物
を
賭
て
記
す
や
、
即
ち
其
の
応
を
得
る
な
り
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
改
変
の
②
を
考
慮
に
入
れ

れ

ば
、
い
さ
さ
か
事
態
は
異
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
『
説
苑
』
が
も
っ
ぱ
ら
児
謡
の
的
中
に
よ
っ
て
聖
人
（
孔
子
）
の
博
識
ぶ

り
を
讃
え
る
の
に
対
し
、
『
孔
子
家
語
』
で
は
孔
子
の
災
異
解
釈
が
的
確
で
あ
っ
た
こ
と
と
と
も
に
そ
の
災
害
対
策
が
適
切
で
あ
っ

た

こ
と
が
、
聖
人
（
孔
子
）
の
言
葉
の
信
頼
性
と
効
験
性
と
を
称
揚
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
王
粛
の
災

異
思
想
の
特
徴
で
あ
り
、
ま
た
、
孔
子
は
ま
さ
に
儒
者
の
原
型
と
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
例
は
王
粛
の
儒
者
観
の
一

端
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
王

粛
に
と
っ
て
災
異
を
解
釈
す
る
こ
と
と
は
、
単
に
今
生
起
し
た
現
象
か
ら
将
来
発
生
す
る
異
変
を
予
言
す
る
だ
け
で
終
わ
ら
ず
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
そ
れ
に
対
処
す
る
方
策
を
具
体
的
に
進
言
す
る
こ
と
ま
で
を
含
む
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
災
異
解
釈
の
担
い

手

で

あ
る
儒
者
の
社
会
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
昆
Φ
暮
詳
ぺ
は
理
念
と
し
て
、
有
司
（
職
業
的
官
僚
）
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
統
治
に
よ
り
積
極
的
に
参
加
す
る
者
－
す
な
わ
ち
政
治
家
に
他
な
ら
な
い
、
と
王
粛
は
認
識
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
現
実
に
は
す
べ
て
の
儒
者
が
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
い
て
い
の
儒
者
は
儒
教
を
「
禄
利
之
路
（
『
漢
書
』

儒
林
伝
賛
ご

と
看
倣
し
て
官
僚
生
活
を
送
っ
た
り
、
あ
る
い
は
学
者
と
し
て
学
問
の
世
界
に
沈
潜
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

王

粛
の
観
念
で
は
、
少
数
の
優
れ
た
儒
者
は
、
儒
者
の
鼻
祖
で
あ
る
聖
人
孔
子
の
門
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
国
家
経
営
の
重
大
な

る
一
翼
を
担
う
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
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災
異
説
は
そ
も
そ
も
政
治
的
言
説
と
し
て
発
生
し
た
理
論
で
あ
る
。
災
異
現
象
を
学
的
対
象
と
し
て
客
観
的
に
考
察
す
る
と
し
て

も
、
現
実
社
会
を
扱
う
以
上
、
下
さ
れ
る
解
釈
・
判
断
は
多
か
れ
少
な
か
れ
す
で
に
政
治
的
色
彩
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
っ

て

も
必
ず
し
も
、
災
異
解
釈
を
な
に
が
し
か
の
政
治
的
意
図
や
予
断
を
以
て
恣
意
的
に
行
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
政

治

に
直
接
関
わ
る
当
事
者
が
災
異
を
解
釈
す
る
場
合
、
そ
の
人
物
が
災
異
説
に
造
詣
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
自
己
の
持
つ
知
識
体

系
を
駆
使
し
て
、
よ
り
真
摯
に
行
う
で
あ
ろ
う
。
王
粛
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
。

　
王

粛
の
時
代
、
曹
魏
政
権
内
で
は
法
理
主
義
や
玄
学
が
流
行
し
、
儒
教
の
地
位
は
相
対
的
に
低
下
し
て
い
た
。
そ
の
状
況
に
あ
っ

て
、
災
異
説
は
儒
者
の
存
在
価
値
を
為
政
者
に
再
確
認
さ
せ
る
の
に
有
効
な
働
き
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
儒
教
の
勃
興

す

る
西
漢
昭
・
宣
帝
時
代
に
夏
侯
勝
が
災
異
説
を
以
て
雷
光
に
重
ん
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
王
粛
も
ま
た
的
確
な
災
異
解
釈
に
よ
っ
て

時
の
最
高
実
力
者
で
あ
る
司
馬
師
に
感
銘
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

　
そ

の
王

粛
の
災
異
解
釈
の
典
拠
と
な
っ
た
の
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
や
京
房
『
易
伝
』
な
ど
を
経
て
、
『
漢
書
』
五
行
志
に
至
っ
て

一
応
の

完
成
を
見
た
陰
陽
五
行
説
・
災
異
説
に
よ
る
占
候
の
伝
統
的
知
識
群
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
宋
忠
を
経
て
伝
え
ら
れ
た
、
漢

末
の

荊
州
牧
劉
表
の
も
と
で
編
ま
れ
た
網
羅
的
占
術
書
で
あ
る
『
荊
州
占
』
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
本
論
考
で
す
で
に
考
察
し
た
よ

う
に
、
そ
れ
ら
典
拠
群
は
雑
然
た
る
諸
説
に
満
ち
て
お
り
、
王
粛
の
下
し
た
災
異
解
釈
を
普
遍
性
を
も
っ
て
導
き
出
せ
る
と
い
う
も

の

で
は

必
ず

し
も
無
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
粛
の
予
言
は
と
も
か
く
的
中
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
予
言
の
特
徴
と
し
て

注

目
す
べ
き
は
、
最
初
の
事
例
（
魚
華
）
で
は
、
吉
祥
と
す
る
有
司
の
判
断
に
異
を
唱
え
、
さ
ら
に
は
伝
統
的
解
釈
の
枠
か
ら
踏
み

出
し
て
、
王
粛
は
「
辺
将
の
敗
退
」
と
ま
で
よ
り
具
体
的
な
解
釈
を
行
い
、
ま
た
二
つ
目
の
事
例
（
白
気
経
天
）
で
は
、
災
異
解
釈
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を
的
中
さ
せ
た
あ
と
、
司
馬
師
の
求
め
に
応
じ
て
戦
術
ま
で
を
も
伝
授
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
積
極
的
な
姿
勢
は
、
王
粛
の

儒
者
観
の
現
れ
に
他
な
ら
な
い
。

　
王
粛

の

理
念

と
し
て
、
優
れ
た
（
と
い
う
限
定
附
き
な
が
ら
）
儒
者
は
単
な
る
役
人
で
終
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
第
一
義
的
に
統
治

の
枢
要
に

参
画

す

る
政
治
家
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
災
異
解
釈
に
際
し
て
も
、
儒
者
は
将
来
の
事
象
を
予
言
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
へ
の
対
応
策
ま
で
を
も
進
言
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
が
王
粛
の
災
異
思
想
の
根
本
的
な

特
質
な
の
で
あ
る
。

注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

（
1
）
　
漢
代
に
お
け
る
災
異
説
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
日
原
利
国
「
災
異
と
識
緯
」
（
『
東
方
学
』
第
四
十
三
輯
、
の
ち
『
漢
代
思
想
の
研
究
』
、

　
　

研
文
出
版
、
一
九
八
六
、
に
収
録
）
を
参
照
。

（
2
）
　
本
伝
以
外
に
見
え
る
王
粛
の
災
異
説
と
し
て
、
太
和
六
年
（
二
三
二
）
の
「
奉
詔
為
瑞
表
」
（
『
太
平
御
覧
』
巻
五
八
二
所
収
）
、
「
賀
瑞
応

　
　
表
」
（
『
藝
文
類
聚
』
巻
九
九
所
収
）
、
「
告
瑞
祀
天
宜
以
地
配
議
」
（
『
通
典
』
巻
五
五
所
収
）
が
あ
る
。
本
論
考
の
紙
幅
の
関
係
で
今
回
は
検

　
　
討
で
き
な
か
っ
た
。

（
3
）
　
『
三
国
志
』
巻
四
、
三
少
帝
紀
「
（
嘉
平
四
年
）
夏
五
月
、
魚
二
、
見
於
武
庫
屋
上
。
」

（
4
）
　
拙
稿
「
王
粛
の
政
治
思
想
」
（
『
中
国
思
想
史
研
究
』
第
十
号
）
を
参
照
。

（
5
）
　
た
と
え
ば
『
晋
書
』
巻
十
一
天
文
志
上
「
十
二
次
度
数
。
（
中
略
）
魏
太
史
令
陳
卓
更
言
郡
国
所
入
宿
度
。
（
中
略
）
自
南
斗
十
二
度
至
須

　
　

女
七
度
為
星
紀
、
於
辰
在
丑
、
呉
越
之
分
野
、
属
揚
州
。
」
「
州
郡
纏
次
。
陳
卓
・
氾
義
・
鬼
谷
先
生
・
張
良
・
諸
葛
亮
・
礁
周
・
京
房
・
張
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衡

並
云
、
（
中
略
）
斗
・
牽
牛
・
須
女
、
呉
・
越
、
揚
州
。
九
江
入
斗
一
度
、
盧
江
入
斗
六
度
、
豫
章
入
斗
十
度
、
丹
楊
入
斗
十
六
度
、
会

　
　
稽
入
牛
一
度
、
臨
准
入
牛
四
度
、
広
陵
入
牛
八
度
、
酒
水
入
女
一
度
、
六
安
入
女
六
度
。
」

（
6
）
　
但
し
晋
志
は
「
華
」
を
「
麓
」
に
作
る
。
「
整
」
は
、
呂
覧
旧
校
の
「
覆
」
と
字
音
字
形
と
も
に
似
て
い
る
。

（
7
）
　
衰
珂
『
中
国
古
代
神
話
』
修
訂
本
（
中
華
書
局
、
北
京
、
一
九
六
〇
）
一
二
三
頁
。

（
8
）
　
た
と
え
ば
、
『
史
記
』
巻
二
十
八
封
禅
書
に
い
う
、
「
於
是
始
皇
遂
東
遊
海
上
、
行
礼
祠
名
山
大
川
及
八
神
、
求
倦
人
羨
門
之
属
。
八
神
将

　
　
自
古
而
有
之
、
或
日
太
公
以
来
作
之
。
斉
所
以
為
斉
、
以
天
斉
也
。
其
祀
絶
莫
知
起
時
。
八
神
、
（
中
略
）
三
日
兵
主
、
祠
室
尤
。
」
と
。

（
9
）
　
王
粛
と
宋
忠
と
の
関
係
及
び
荊
州
の
学
問
に
つ
い
て
は
、
加
賀
栄
治
『
中
国
古
典
解
釈
史
』
（
勤
草
書
房
、
東
京
、
一
九
六
四
）
五
九

　
　
～
六
九
頁
を
参
照
。

（
1
0
）
　
　
『
三
国
志
』
巻
六
、
劉
表
伝
、
斐
注
「
英
雄
記
日
、
州
界
華
冠
既
尽
、
表
乃
開
立
学
官
、
博
求
儒
士
、
使
棊
母
門
・
宋
忠
等
撰
五
経
章
句
、

　
　
謂
之
後
定
。
」

（
1
1
）
　
生
卒
年
は
、
劉
汝
森
『
漢
晋
学
術
編
年
』
巻
二
、
第
＝
四
頁
の
考
証
に
拠
る
。

（
1
2
）
　
西
漢
に
お
け
る
災
異
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
澤
田
多
喜
男
「
前
漢
の
災
異
説
」
（
『
東
海
大
学
紀
要
（
文
学
部
）
』
十
五
）
、
湯
志
鈎
・
華

　
　
友

根
・
承
載
・
銭
杭
『
西
漢
経
学
与
政
治
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
上
海
、
一
九
九
四
）
第
五
章
第
三
節
「
陰
陽
災
異
和
政
教
合
一
」
を
参

　
　
照
。

（
1
3
）
　
湯
志
鈎
等
前
掲
書
第
四
章
を
参
照
。
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